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東京都教育ビジョン
（東京都）

調布市教育プラン
調布市教育目標・
基本方針を実現する
ための施策・主要事業

連携・
整合

調布市基本構想
調布市基本計画

連携・
整合

調布市教育大綱
（５つの連携テーマ）

調布市子ども条例

調布市教育委員会関連計画等
・調布市社会教育計画
・調布市立学校における教育の情報化推進計画
・調布市特別支援教育推進計画
・調布市教育委員会いじめ防止対策基本方針
・調布市教育委員会食物アレルギー事故再発
　防止に向けた取組方針　　　　など

調布市関連計画等
・調布市公共施設マネジメント計画
・調布市公共建築物維持保全計画　　など

これまでの教育プランの取組を踏まえつつ，持続可能な社会の創り手の育成，ＧＩＧＡスクール構想を踏ま
えた学びの充実，コミュニティ・スクールの導入推進や史跡・文化財の保存・活用など，調布市の教育
環境を取り巻く喫緊の課題に対応するため，以下の視点から策定しました。

▶調布市教育委員会教育目標・基本
方針を踏まえた施策・事業体系の
整理・統合

▶個に応じた指導の充実等による個別最適な学びと，探究的な学習等による協働的な学びの一体的推進
▶義務教育９年間を通じた小中連携教育の推進による中学校への円滑な接続と，義務教育で備える資質・能力の着実な定着

▶ＩＣＴ機器の整備・利活用の推進と教員の指導力向上による授業改善の推進
▶情報に関するモラル・リテラシーの向上を図り，正しい判断・望ましい態度の育成

▶「調布市特別支援教育推進計画」に基づき，共に学び，共に生きる社会を目指し，
すべての学校，すべての学級における特別支援教育の推進

▶魅力ある学校づくりの取組による不登校の未然防止の推進と，個に応じた多様で柔軟な支援の充実と教育機会の確保

▶家庭・地域と学校が目標やビジョンの共有を図りながら学校運営に取り組む「地域とともにある学校づくり」の推進

▶「調布市立学校における働き方改革プラン」に基づき，学校教育の質の維持向上，魅力ある学校づくりを推進

▶就学援助制度による支援，スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる支援体制の充実，
関係機関との連携推進

▶給食室の改修工事にあわせたアレルギー対応専用調理室の計画的な整備，各種研修・訓
練の継続，保護者への啓発，教職員の意識・知識・技能の向上による対策の推進

▶「調布市公共施設等総合管理計画」の基本方針を踏まえ，学校施設と他の公共施設との複合化を視野に入れた検討▶各施策の「ねらい」に対応した
「成果指標」を設定
▶「児童・生徒の意識」にも着目
　（施策１～３）

▶複数の施策・事業に関連する取組
を「関連事業」として位置付け，
連動した取組を推進

▶生涯を通じた学びにつながる講座等の実施，市内近隣学校との連携等による地域
資源の活用により，市民相互の学び合いの活性化，地域の交流促進

▶だれもが読書や調査ができるよう，音訳，点訳，対面朗読，宅配などのサービス
の充実に加え，収蔵資料や書籍のデジタル化など，新たなサービスの導入検討

▶「史跡下布田遺跡整備基本計画」に基づき，令和９年度の開園を目指し，ハード面の取組推進に加え，
史跡の保全や活用の「担い手づくり（ボランティア育成）」の取組推進

▶収蔵資料情報（郷土博物館）のデータ登録・公開の推進に加え，多様な主体との連携協力，文化
観光の視点も踏まえた地域活力向上の取組推進

本プランは教育基本法第１７条第２項の規定に基づき，調布市教育委員会が定める教育振興基本計画です。国や東京都の関

連計画の内容を参酌するとともに，調布市の各種計画等と整合を図りながら教育施策を推進していきます。

年度計画 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１０ 令和１１ 令和１２

教育プラン

教育大綱

基本構想 新たな調布市基本構想（８年間）

基本計画 前期基本計画（４年間）

４年間

後期基本計画（４年間）

調布市教育プラン調布市教育プラン
令和５年度～令和８年度令和５年度～令和８年度

概要版

策定の視点

主な取組（新規・拡充の取組等）

計画期間

各計画等との関係

（１）体系の整理統合
　　【１０施策・３４主要事業】

（１）「令和の日本型学校教育」の構築を目指した取組推進（学習指導要領の着実な実施等）

（３）「教育大綱（市長部局との連携）」を踏まえた取組

主要事業６

主要事業７

主要事業 12

主要事業 13

主要事業 16

主要事業 15

主要事業 20

主要事業 23
（２）成果指標の設定 （３）関連事業の設定

（２）生涯学習社会への対応

主要事業 31

主要事業 32

主要事業 34

令和５年２月
調布市教育委員会　教育部　教育総務課
〒182-0026　調布市小島町2-36-1
TEL：042-481-7465

発行日
発　行

基礎的知識・技能・学習満足度の向上，学ぶ意欲の育成と小中連携教育の推進  【指導室】

ＩＣＴ環境の整備・活用と情報教育の推進       【指導室】

特別支援教育の推進     　【指導室】

不登校児童・生徒への支援         【指導室】

コミュニティ・スクールの導入と地域学校協働本部との一体的推進    【指導室】

主要事業 19 学校における働き方改革の推進               【指導室，学務課，教育総務課】

様々な家庭環境にある児童・生徒への支援     【指導室，学務課】

食物アレルギー対策の推進   　　   【学務課，指導室】

学校施設の更新    　　        【教育総務課】

暮らしと地域の魅力・課題の再認識，生涯を通じた学びにつながる公民館活動の推進 　　【公民館】

市民の読書・調査活動への支援     【図書館】

地域ゆかりの歴史・文化を生かした事業の展開 　   【郷土博物館，図書館】
調布市教育プラン
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令和５年度～令和８年度　【概要版】
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ֵؐણ 90.0ᯆ
ĕֵણ 90.0ᯆ
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Ąᢗఅᰦᰦت 100ᯆᭅ᭄ᭆ᮹ᭅ᭄ᭆ૯
ԒӮᰦᰦ 100ᯆᭅ᭄ᭆ᮹ᭅ᭄ᭆ૯
͵ԌᣲᕇȒᰦ100ᯆᭆᭌ᮹ᭆᭌ૯

᮸ᭅɛѭֵ˨ᰛֵማఽᖅઘ ᮸ᭆɛѭֵ˨ᰛֵማఽᖅઘᷨᯠᖁᥥᔯఞᷥΛᶿḡᯁዎʭᶉሪᶑᯁዎʭᶺḀ Ḇʹᅔ ᶉᷜᶲḞḧދᶲ᷍ ḛᶺᯡᯁᯠዎʭᷨሪᶑṋ༥ᒸḛḌžᶉᶣᯁ

ᰥᰥᰦᰦᰦᰦዎʭᷨሪᶑᶙḲ᷍ ƀ᷊ṀḌṖḲᯁᘚএṎইၷᯁᕤᷨᅔၫḡᷟ ᶍṋښԝḕḡ༥ᒸḕḡɸ Ḟḧދᶲ᷍ ḛᶺᯡṋΒṀḒḞ҇ێǫ

᮸ᭇɛѭƒ˨ᰛᜢ̂ኀ˨ᯁᜢ̂ማ࠘Ⴀᖅઘ᮸ᭈᖅکڪߵᗃᖅઘ

▶教育目標を実現するための５つの基本方針を踏まえ，１０の施策，３４の主要事業を展開します。施策１から７までは学校教育分野，施策８から１０までは社会教育分野に関する施策となっています。
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